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１．ブラジル・マクロ経済情勢 

（１）経済情勢等（２月発表の経済指標） 

（ア）中銀が週次で発表しているエコノミスト等への調査に基づく GDP成長率予測に関し、

２月 24日時点では、本年の GDP成長率は 0.48％で２週連続の横ばい、明年の GDP成長

率は2.37％とされた。また、本年のインフレ率見通しは4.36％で８週連続の下方修正、

明年のインフレ率見通しは 4.50％とされた。 

（イ）１月の拡大消費者物価指数（IPCA）は単月で 0.38％となり、前月の 0.30％からや

や上昇したものの、前年同月の 1.27％は大きく下回る水準となった。また、過去 12

か月累計で 5.35％となり、政府のインフレ目標（4.5％±1.5％）の範囲内で推移して

いる。 

（ウ）12 月の鉱工業生産指数は、前年同月比▲0.1％で 34 か月連続のマイナス、前月比

では＋2.3％となり、２か月連続でプラスを記録した。 

（エ）１月の貿易収支は、輸出額は 149.11億ドル（前年同月比＋32.7％、前月比▲6.5％）、

輸入額は 121.87 億ドル（前年同月比＋18.1％、前月比＋5.7％）で、差引き 27.25 億

ドル（前年同月比＋197.8％、前月比▲38.3％）で 23か月連続の貿易黒字を記録した。 

（オ）12 月の小売売上高は、前年同月比▲4.9％で 21 か月連続のマイナス、前月比でも

▲2.1％となり、２か月ぶりにマイナスに転じた。 

（カ）全国の失業率（11～１月の移動平均）は 12.6％となり、前回の公表値（10～12 月

の移動平均）から 0.6％上昇して３か月連続で悪化し、2012 年に統計を開始して以来

の最高値を更新した。 

 

（２）経済政策等 

（ア）２月２日、テメル大統領は、フィナンシャル・タイムズ紙のインタビューにおいて、

政府によって実施されている経済活性化の措置と改革は既に動いており、経済成長を

回復する軌道に導きつつあると発言した。また、年金制度改革については、早ければ

2017年第２四半期にも議会で可決されると発言した。 

（イ）２月６日、テメル大統領は、政府の経済対策により、本年下半期から成長は「確か

な方向」に向かうとともに、失業も減少しはじめると発言した。 

（ウ）２月 21 日、テメル大統領は、年金や社会扶助システムの崩壊を避けるための社会

保障制度改革の必要性とともに、本件について不正確な情報が広まるのを避けるため

の議論の重要性を強調する発言を行った。 

 

（３）中銀の金融政策等 

 ２月 22日、中銀の金融政策委員会（Copom）は、政策金利（Selic）を 0.75％引き下げ

て 12.25％とする旨を全会一致で決定した。なお、政策金利の引下げの決定は４会合連続

となった。 

 

（４）為替市場 

（ア）２月のドル・レアル為替相場は、１ドル＝3.0～3.1 レアル台の比較的狭いレンジ
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で推移する展開となった。 

（イ）月の前半は、内政面・外部環境ともに材料が乏しかったこともあり、１ドル＝3.1

レアル台の狭いレンジでの値動きとなったが、14 日に中銀が事実上のドル売り・レア

ル買いの介入を行ったこと等を受けて、2015 年６月以来の水準となる１ドル＝3.0 レ

アル台までレアル高が進んだ。 

（ウ）月の後半は、材料が乏しい状況が継続する中で、22 日に中銀が 0.75％の利下げに

踏み切ったこともレアル売りの要因とはならず、１ドル＝3.0レアル台の狭いレンジで

推移した。月末は１ドル＝3.1104 レアルで取引を終えた（前月比 1.2％のドル安・レ

アル高）。 

 

（５）株式市場 

（ア）２月の伯の株式相場（Ibovespa 指数）は、前月に引き続き上昇する値動きとなっ

た。 

（イ）月の前半は、鉄鉱石価格の上昇が好感されたことに加え、１月の拡大消費者物価指

数（IPCA）が予想を下回ったことでインフレ懸念が後退し、株価は上昇基調で推移し

た。 

（ウ）月の後半は、好決算を背景に銀行株が上昇したほか、鉄鋼大手バーレ社の投資持ち

株会社の解散が透明性の向上に寄与するとの見方から買われたことで、株価は一時

69,000 ポイント台まで上昇した。その後は、資源価格の下落でやや値を戻し、月末の

株価は 66,662.10ポイントとなり、前月比＋3.1％の上昇となった。 

 

２．ブラジル政治情勢 

【内政】 

（１）連邦議会の開会 

（ア）１日，上院議長選挙でエウニシオ・オリヴェイラ上院議員が新議長に選出された。 

（イ）２日，下院議長選挙ではロドリゴ・マイア現下院議長の再任が決定。 

 

（２）政府人事 

（ア）３日，テメル大統領は新閣僚４名を任命。新設する人権省にヴァロイス人権大臣（75

歳，PSDB）をあてた他， 法務市民省の法務公安省への改編に伴い，モラエス法務市民

大臣を法務公安大臣に任命（49 歳，PSDB）。インバサイ前 PSDB 下院院内総務（68 歳，

PSDB）を大統領府政府調整庁長官に，フランコ前大統領府 PPI特別長官（72歳，PMDB）

を大統領府事務総局長官にそれぞれ任命した。 

（イ）６日，テメル大統領は，ザヴァスキー判事の逝去により空席となった連邦最高裁判

事に，モラエス法務公安大臣を指名（２２日，上院はモラエス法務公安大臣の連邦最

高裁判事就任を承認）。 

（ウ）１４日，連邦最高裁セルソ・デ・メロ判事は、ラヴァ・ジャット捜査で名前が浮上

しているフランコ大統領府事務総局長官の閣僚任命を合法と判断。 

（エ）２２日，ジョゼ・セーハ外相がテメル大統領に辞表を提出。テメル大統領は休職を
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打診したが、セーハ外相は，辞意は健康上の理由であり，少なくとも４か月は治療に

専念する必要があること，国際線フライトにも搭乗できず外相としての職務を全うで

きない状況であること等を説明。これを受けて、テメル大統領は辞表を受理。 

（オ）２３日，テメル大統領は，モラエス前大臣の後任として，オズマール・ジョゼ・セ

ハーリョ連邦下院議員を新・法務公安大臣に指名。 

（カ）２４日，パディーリャ文官長（PMDB）は，前立腺手術のため最短でも 3月 6日まで

病休を取ることを発表。 

 

（３）ラヴァ・ジャット捜査関係 

（ア）２日，連邦最高裁判所は，飛行機事故で逝去したザヴァスキー連邦最高裁判事に代

わり，エジソン・ファキン判事が同裁でラヴァ・ジャット捜査を担当することを決定。 

（イ）１５日，連邦最高裁はクーニャ前下院議長（PMDB）の釈放要求を却下。 

（ウ）１６日，ジャノー検事総長は、アルゼンチン、コロンビア、ペルー、ポルトガル等

１０か国の検事総長との会合を開催し、オーデブレヒト社の海外汚職事件の捜査加速

のための「国際タスクフォース」発足を発表。 

 

（４）マリザ・ルーラ元大統領夫人の逝去 

３日，マリザ・ルーラ元大統領夫人が逝去。テメル大統領は 3日間の服喪を決定した。 

 

 

【外政】 

（１）マクリ・アルゼンチン大統領訪伯 

（ア）７日、テメル大統領は、伯を国賓訪問したマクリ・アルゼンチン大統領と会談を行

い、その成果として共同声明を発出。マクリ大統領はこの他、上院・下院議長及び最

高裁長官とも会見を行った。 

（イ）その他、今次訪問を受けて、①伯亜行動計画、②領事協力及び伯亜コミュニティ政

策に係る覚書、③緊急支援及び市民保護に係る伯亜協定補完取極、④パブリック・デ

ィプロマシー協力覚書、⑤ＡＰＥＸ（伯貿易促進庁）及びＡＡＩＣＩ（亜国際投資貿

易促進庁）間の二国間貿易投資促進に係る協約が署名された。 

 

（２）伯米関係 

（ア）１３日、テメル大統領はペンス米副大統領との間の電話会談を行い、関係強化のあ

り方につき協議を行った。雇用創出と経済成長の活性化が話題に上がった。 

（イ）本件会談はペンス副大統領からの電話により行われた。両者は民主的機構及び法の

支配の尊重や、米州における安全保障へのコミットメントを含む、米国とブラジルが

共有する価値の重要性につき強調。米州の安定かつ繁栄について共有するビジョンを

前進させるために緊密な連携を維持していくことに合意した模様。 

 

（３）北朝鮮によるミサイル発射に対する非難声明 
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１５日、伯政府は、１２日の北朝鮮によるミサイル発射を非難する声明を発出。右に

よれば、伯は、今次事案のような同国による弾道ミサイル発射は安保理の諸決議に違反

することを繰り返しつつ、同国政府が対話と外交交渉を損ねる行為を慎むことを強く求

める旨表明。 

 

（４）セーハ外務大臣のＧ２０外相会合出席 

（ア）１６～１７日、セーハ外相は独のボンで開催されたＧ２０外相会合に出席し、その

マージンで、ティラーソン米国務長官、ラブロフ露外相、ビデガライ墨外相、モゲリ

ーニ外交担当上級代表等と会談を行った。 

（イ）ティラーソン長官との会談では、ベネズエラの危機を解決するため、伯が南米諸国

の取組を調整するよう求めた。両者は、検疫に関する貿易障壁の緩和等、経済問題に

関しても言及したが、会談は短時間で終了し、メキシコ国境の壁建設等の問題は取り

上げられなかった模様。 

 

３．トピックス 

（１）新規国費留学生壮行会 

 2月 15日，在ブラジル日本国大使公邸にて新規国費留学生壮行会を開催、3月以降に

日本で留学をする学生 4人、帰国留学生等 30人が出席した。 

壮行会においては、佐藤大使が挨拶を述べ、留学生代表が日本においてそれぞれの専

門分野で、様々な経験を通して、知見を高め、視野を広げることについて決意を表明し

た。 

 

（２）日本産生鮮牛肉の対ブラジル輸出の解禁 

 2013 年 7 月以降、日本政府はブラジル政府当局との間で、日本産生鮮牛肉のブラジ

ルへの輸出解禁のための協議を進めてきました。2015 年 12 月には、ブラジル政府当局と

の間において、日本からの牛肉輸出条件を締結し、その後、ブラジル側検査官による現地

調査等を経て、今般、日本の厚生労働省により「対ブラジル輸出牛肉の取扱要綱」が公表

されました。これにより、日本産生鮮牛肉のブラジルへの輸出が可能となりました。本件

は、南米向けとしては初めての日本産牛肉の輸出解禁となります。今後、美味しい日本産

牛肉を多くのブラジルの方々に味わって頂けることが期待されます。 

※ 実際に日本産牛肉をブラジルに輸出する際は、上記要綱に定められた内容に従い、包

装容器への表示事項のブラジル政府への事前登録や、輸出者による食肉衛生証明書の取

得等の手続きが必要です。 

  詳細は以下の当館ＨＰからご確認ください。 

http://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000475.html 

 

（３）パラナ日伯文化連合会多目的施設整備計画に関する草の根文化無償贈与契約署名式（ク

リチバ総領事館） 

１月２４日、当館において、池田総領事とパラナ日伯文化連合会の折笠会長との間で、
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パラナ日伯文化連合会多目的施設整備計画に関する草の根文化無償贈与契約署名式が行

われました。池田総領事からは、同施設の建設が、地域の人々に対して柔道を始めとする

日本文化と日本語を普及する上で重要な役割を果たすとともに日伯友好関係増進に高い

効果をもたらすと考えている旨述べました。 

 
 

（４）池田総領事の離任レセプション（クリチバ総領事館） 

 ２月２３日、池田総領事の離任レセプションが公邸で開催されました。これまでの活

発な外交活動の成果もあり、当日は、約２００名の出席者がありました。池田総領事夫妻

からは、約２年１０ヶ月の任期中にお世話になった方々への感謝の表明と、パラナ州やサ

ンタカタリーナ州において日系社会が地域の発展だけでなく、日本文化の継承及び普及に

貢献していることに対し敬意と謝意が表明され、出席者からは総領事夫妻との別れを惜し

む声が聞かれました。 

 

 

４．大使館からのお知らせ 

 

（１）文化イベント 

日本ブランド発信事業「名和晃平氏レクチャー：Material Sensation」（サンパウロ） 

日時：３月７日（火）19：00～21：30 

場所：サンパウロ市 SESCヴィラマリア-ナ 
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内容：日本ブランド発信事業の一環として，彫刻から建築まで幅広い分野で活躍す

る専門家の作品を紹介する。マルセロ・ダンタス・ジャパン・ハウス企画局長をモデレ

ーターに迎え，革新的な作品創造過程，現代日本を形作るテクノロジー・材料・素材に

対する姿勢をブラジルのアート技術者や若いデザイナーに向けて発信する。 

 

和太鼓及び折紙講習会（ベレン市) 

日時：3月 13日（月） 

場所：越知学園 

内容：パラー州ベレン市に於ける日本政府国費留学制度の紹介及び折紙、和太鼓の

各講習会等の開催。 

URL：http://www.ceko.com.br/ 

 

書道及び折紙講習会（サンタイザベル） 

日時：3月 16日（木） 

場所：サンタイザベル・ニッケイ学校 

内容：パラー州サンタイザベル市に於ける日本政府国費留学制度の紹介、折紙及び

書道の各講習会等の開催。 

 

和太鼓及び漫画講習会（トメアスー） 

日時：3月 17日（金） 

場所：トメアスー・ニッケイ学校 

内容：パラー州トメアスー市に於ける日本政府国費留学制度の紹介、和太鼓及び漫

画の各講習会等の開催。 

 

マラニョン日本週間（サンルイス市） 

日時：3月 23日（木）～25日（土） 

場所：CEMP校 

内容：マラニョン州サンルイス市に於ける民謡及び日本政府国費留学制度の紹介、

浴衣、民謡、生花、漫画、折紙、算盤等の各講習会・展示会等の開催。 

URL：http://www.cemp-ma.com.br/ 

 

生け花展示会（リオデジャネイロ） 

日時：3月 23日（木）～4月 2日（日） 

場所：コパカバーナ要塞（6番ポスト） 

内容：華道静月流・大塚益代師範と日伯文化協会の生け花メンバーによる、生け花展示

会。独創性と精神性、美しさと感受性を兼ね備えた様々な生け花の展示を行う。 

 

 

（２）ブラジル渡航情報 
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（ア）外務省 海外安全ホームページ 

 各国の危険情報や安全対策など、海外赴任、出張及び旅行をする際の留意点が掲載

されている。 

http://www.anzen.mofa.go.jp/ 

 

（イ）ブラジル渡航情報 

① 危険情報 

１１月９日付で内容を改訂したので御確認いただきたい。以下の地域が「レベル１：

十分注意してください。」となっているので、詳細をホームページで確認いただきたい。 

・ブラジリア連邦区（継続） 

・サンパウロ州大サンパウロ圏及びカンピーナス市（継続） 

・リオデジャネイロ州大リオ圏（継続） 

・アマゾナス州大マナウス圏（継続） 

・パラー州大ベレン圏（継続） 

・ペルナンブコ州大レシフェ圏（継続） 

・バイア州大サルバドール圏（継続） 

・エスピリトサント州大ビトリア圏（継続） 

・パラナ州大クリチバ圏（継続） 

・リオ・グランデ・ド・スル州ポルトアレグレ市（継続） 

http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo.asp?id=259 

② 安全対策基礎データ 

主要各州、都市毎の犯罪発生状況、防犯対策及び滞在時の留意事項等に加え、査証、

出入国審査や大使館、総領事館の緊急連絡先が掲載されている。 

http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=259 

  ③ テロ・誘拐情勢 

http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror.asp?id=259 

  ④ 感染症情報等 

   http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/cs_ame/brazil.html 

     http://www2.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/pcinfectioninfo.asp#widearea 

 


